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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎体温を推定するシステムであって、
　　ユーザーの第１の温度を測定する第１の温度センサー、
　　　１つ以上の前記第１の温度の測定値を第１の生理データの組として蓄積するデータ
記憶手段、
　　前記第１の温度の測定値の表記を前記データ記憶手段に蓄積する制御論理、および
　　前記蓄積されたデータの少なくともいくつかを送信する送信機を備えたデータ自動記
録装置と、
　前記データ自動記録装置から前記蓄積された第１の生理データの組の少なくともいくつ
かを受け取る受信機を備えたデータ読み取り装置と、
　前記データ読み取り装置で受け取った前記第１の生理データの組にアクセスするデータ
処理装置とを備え、
　前記データ処理装置が、睡眠時の前記第１の温度の測定値で示される、低下する体温を
外挿して、前記ユーザーの基礎体温を表わす最低の体温を推定するシステム。
【請求項２】
　前記データ処理装置が、さらに睡眠時の前記第１の温度の測定値を以前の睡眠時に取ら
れた体温－時間曲線と比較することによって前記基礎体温を推定する請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
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　前記データ処理装置が、前記第１の温度の時間についての変化率を用いて前記基礎体温
を推定する請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　データ自動記録装置が、
　（ａ）人体または動物の体への埋め込みに適したパッケージ、
　（ｂ）皮膚への装着に適した粘着パッチ、
　（ｃ）衣料品または他の着用可能な品、および
　（ｄ）保護シェル
の１つに組み込まれた請求項１～３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記データ処理装置が、排卵時期を指示するために少なくとも１つの他の生理データの
組を受け取る入力手段を有する請求項１～４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの他の生理データの組には、子宮頸管液質データ、ホルモンレベル
データおよび少なくとも１つの以前の月経の日付を示すデータの、少なくとも１つが含ま
れている請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記データ処理装置が、前記推定した基礎体温と、相異なる統計的な重みを前記データ
の組の各々に割り当てる排卵予測アルゴリズムによって設定される前記少なくとも１つの
他の生理データとを組み合わせる請求項５または６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記統計的な重みが、前記データの組によって指示された排卵時期と実際の排卵時期と
の間の以前の相関関係の度合に基づいている請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記データ処理装置またはデータ読み取り装置が、前記データ処理装置の入力手段に追
加の生理データの組を提供するようにユーザーを促す請求項５～８のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項１０】
　前記データ読み取り装置が筐体を備え、前記データ処理装置が、前記データ読み取り装
置の筐体に組み込まれた請求項１～９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記データ読み取り装置が、携帯型の装置である請求項１～１０のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項１２】
　前記データ読み取り装置が、前記データ自動記録装置から受け取るデータを表示するデ
ィスプレイを含む請求項１～１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記データ読み取り装置が、前記データ処理装置との有線または無線通信によって、前
記データ自動記録装置から受け取るデータの少なくともいくつかを利用可能である請求項
１～１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記データ自動記録装置が、前記ユーザーの動き測定をする加速度計もしくは他の手段
を備え、前記制御論理が、前記データ記憶手段に前記動き測定の表記を蓄積し、前記デー
タ処理装置が、以下の条件の１つが真であったときに、前記温度の測定値の少なくともい
くつかを無視する請求項１～１３のいずれか一項に記載のシステム：
　（ａ）前記動き測定における変動が所定の値を超えた；
　（ｂ）前記動き測定が所定の値を超えた。
【請求項１５】
　前記データ自動記録装置が、前記ユーザーの動き測定をする加速度計もしくは他の手段
を備え、前記制御論理が、以下の条件の１つが真であるときに、前記データ記憶手段に前
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記第１の温度の測定値の表記の少なくともいくつかを蓄積しない請求項１～１３のいずれ
か一項に記載のシステム：
　（ａ）以前の動き測定における変動が所定の値を超えている；
　（ｂ）少なくとも１つの以前の動き測定が所定の値を超えている。
【請求項１６】
　前記データ処理装置の入力手段で受け取られる前記少なくとも１つの他の生理データの
組の１つが、前記ユーザーについての動きデータであり、前記データ処理装置が、以下の
条件の１つが真であったときに、前記第１の温度の測定値の少なくともいくつかを無視す
る請求項１～１３のいずれか一項に記載のシステム：
　（ａ）前記動きデータによって表わされる測定における変動が所定の値を超えた；
　（ｂ）前記動きデータによって表わされる測定が所定の値を超えた。
【請求項１７】
　前記第１の温度センサーが皮膚温度センサーであり、前記データ自動記録装置が第２の
温度センサーを備え、前記制御論理が前記第２の温度センサーの第２の温度測定の表記を
前記データ記憶手段に蓄積する請求項１～１６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第２の温度センサーが、前記ユーザーの周囲の温度を測定するように配置され、前
記データ読み取り装置が、前記第１の温度センサーの各測定値を、前記第２の温度センサ
ーの対応する測定値に応じて処理して、前記ユーザーの体の中心の温度を推定する請求項
１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記データ処理装置が、少なくとも以下の１つに応じて前記基礎体温を推定する請求項
１～１８のいずれか一項に記載のシステム：
　（ａ）前記温度の測定値のいずれかにおける変化率；
　（ｂ）前記温度の測定値のいずれかにおける変化率の変化率。
【請求項２０】
　前記データ自動記録装置が、それに蓄積されたデータの少なくともいくつかを有線また
は無線送信によって、前記データ読み取り装置に送信する請求項１～１９のいずれか一項
に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つ以上の物理パラメータ（physical parameter）をその場測定するデータ
自動記録装置、１つ以上の物理パラメータをその場測定するシステム、女性の排卵時期（
point of ovulation）を判定するシステムおよび、温度のその場測定をするシステムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　物理パラメータを測定し、蓄積するデータ自動記録装置は、科学技術界において広く用
いられている。そのような装置によって、物理パラメータをその場で長時間、自動的に監
視し、それを、その場に到達するのが困難であったり環境上危険な条件であったりする、
すなわち手動の測定が不便であるか過度に時間を消費する状況で行うことが可能となって
いる。
【０００３】
　これまでに開発されているそのようなデータ自動記録システムの１つが、温度を記録す
るミニミッターシステムである（http://www.minimitter.com）。しかしながら、解決策
全体の費用はかなり高く、データ記録装置それ自体がかなり扱い難く、多くのアプリケー
ションにとって大き過ぎる。
【０００４】
　とりわけ、様々な生理パラメータ（physiological parameter）を周期的に測定するこ
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とが、多くの医療状況にとって必須であり、そのパラメータも、体液圧やコンダクタンス
から温度や温度勾配に及ぶ。生理パラメータは、例えば医者や看護師によって「手で」測
定されるか、（たいてい高額な）医療装置によって監視され、患者は問題の測定を必要と
する期間、その装置に繋がれたままであることを求められる。
【０００５】
　ある生理パラメータを家庭環境で測定することが求められる（糖尿病患者のような）人
々にとって、状況はさらに深刻である。診療所または病院に支援組織が無ければ、患者は
求められる測定をし忘れることが多くなってしまいがちであり、あるいは折々面倒に感じ
てしまい、それよりもまず医療設備の恩恵を受ける余裕が無いかもしれない。
【０００６】
　したがって、その場測定を行う装置で、廉価で自動的に生理パラメータを記録する必要
性がある。そのような装置は、医療スタッフの負担を減らすことができたり、測定をし損
じるおそれを減らすことができたり、装置が測定を求められる場所に留まっているので、
潜在的には患者が耐えなければならない痛みがあるか切開を伴う測定の数を減らしたりす
るであろう。さらには、例えば睡眠中または多忙な日常のスケジュールの間に、患者をわ
ずらわせることなく測定が行われる。
【０００７】
　ある生理パラメータまたは長期の医療状況については、埋め込み式装置によって、これ
らのパラメータの測定が最も容易となろう。埋め込まれる医療装置は、できる限り容量が
小さくて、患者の体内でできる限り寿命が長いことが望ましい。これについて、多くの装
置で、電池の寿命と電池のサイズとの間に兼ね合いの限界があり、単にこの電池を充電す
るか取り換えるという目的で、その装置を取り外して再挿入する必要がある。これによっ
て、患者には過度のストレスや不快感が引き起こされる。
【０００８】
　とりわけ、女性は、毎月自分たちが排卵しそうである時期を判定するために、体温を規
則的に測定することを望むことがある。この「自然な方法」は、妊娠することを求める多
くの女性にとって魅力があり、またおそらくは特定の宗教的信条を持つ女性の避妊法とし
ても用いることができる。最も信頼できる結果を得るには、排卵サイクル中、ほとんどず
っと規則的に体温を測定することが求められる。
【０００９】
　欧州特許出願公開第０１９５２０７号には、分析や表示のために、求めに応じて無線で
受信機に送信される体温データを周期的に自動記録する、子宮内への埋め込み装置が記述
されている。これによって、自然な家族計画のための基礎体温（ＢＢＴ）法を用いる上で
の大きな問題が解決され、ユーザーが日常的に体温を測定するために起きる必要が無くな
ったり、そのことを覚えておいたりすることさえ必要でなくなる。残念なことに、その装
置の電池を交換するか充電する必要があるので、その装置は周期的に引き抜かれ、再挿入
されなければならない。アクセス可能な体腔に導入されるが、この引き抜きおよび再挿入
手順は、非常に面倒であり、大きな医療上の危険が伴う。（特許文献１参照。）
【００１０】
　それに代えて、埋め込み装置にデータ測定値を蓄積せず、測定値を直接読み取り装置に
送信する埋め込み装置を用いることもできる。この場合、欧州特許出願公開第０４７６７
３０号におけるように、埋め込み装置の電力は読み取り装置が供給する。これは、受動無
線認証（radio-frequency identification, ＲＦ‐ＩＤ）センサーでは普通に行われてい
る。しかしながら、この仕組みでは、埋め込み装置が測定を行おうとするときにいつでも
、埋め込み装置がＲＦ‐ＩＤ読み取り装置の近くに位置していることが求められる。（特
許文献２参照。）
【００１１】
　充電可能な電池を用いるデータ自動記録システムにおいては、電池をある回数繰り返し
て充電すると、データ自動記録装置の動作に適切な放電を維持できないレベルにまで電池
の性能が低下してしまうので、電池の寿命が制限されていた。これは、埋め込み装置を交
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換するのに必要な小さな手術の頻度を最小限に留めるために、十年単位の寿命が望まれる
埋め込み式データ自動記録装置に特有の問題である。
【００１２】
　欧州特許出願公開第０７４６０４０号で受動システムが示唆されており、一体化された
センサーが含まれる受動応答機（passive transponder）が記述されている。応答機は、
スキャナーから呼びかけ信号を受け取り、識別情報および体特徴情報をスキャナーに送る
ように動作可能である。しかしながら、そのシステムは、データ自動記録性能を提供する
ものではなく、したがって測定が求められるごとにスキャナーを応答機と結合する必要が
ある。（特許文献３参照。）
【特許文献１】欧州特許出願公開第０１９５２０７号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第０４７６７３０号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第０７４６０４０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は前記従来の問題に鑑みてなされたもので、１つ以上の物理パラメータをその場
測定するデータ自動記録装置、１つ以上の物理パラメータをその場測定するシステム、女
性の排卵時期を判定するシステムおよび、温度をその場測定するシステムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の構成により、１つ以上の物理パラメータをその場測定するデータ自動記
録装置であって、電源と、１つ以上の物理パラメータを測定する１つ以上のセンサーと、
１つ以上の物理パラメータの測定値の少なくともいくつかの表記を蓄積するデータ記憶手
段と、測定値の少なくともいくつかの表記をデータ記憶手段に書き込み、データ送信の間
にデータ記憶手段からデータを読み取るように設計された制御論理（control logic, 制
御手段、制御プログラム）と、アンテナと、アンテナに結合され、蓄積されたデータを受
動送信（passive transmission）によって送信するように構成された送信機と、を備えた
データ自動記録装置が提供される。
【００１５】
　好ましくは、電源が充電可能な電源であって、送信機が、アンテナで受信された電磁電
力の少なくとも一部を充電可能な電源に供給してその充電可能な電源を充電するように構
成される。
【００１６】
　データ自動記録装置がさらにセレクタ論理（selector logic, セレクタ手段、セレクタ
プログラム）を備えており、送信機は、充電可能な電源が充電されるべきであることをセ
レクタ論理が選ぶならば、アンテナで受信される電磁電力の少なくとも一部を充電可能な
電源に供給するように構成されていてもよい。セレクタ論理は、電源にかかる電圧が所定
のレベル未満に落ちるならば、充電可能な電源が充電されるべきであることを選ぶように
設計されていてもよい。
【００１７】
　測定値の表記の少なくともいくつかは、物理パラメータの、以前の測定値と引き続いて
の測定値の差であってもよい。
【００１８】
　好ましくは、制御論理が、測定値の表記の少なくともいくつかを、それぞれの測定が行
われた時刻を指示するタイムスタンプと関連させて、データ記憶手段に書き込むように設
計される。好ましくは、各センサーが、所定の周波数で１つ以上の物理パラメータを測定
するように構成されている。
【００１９】
　好ましくは、制御論理が、測定値の表記をデータ記憶手段に書き込む動作が可能な第１
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の動作モードと、測定値の表記をデータ記憶手段に書き込む動作が不可能な第２の動作モ
ードとを備えており、制御論理は、第２の動作モードにおけるよりも第１の動作モードに
おいてより電力を消費し、かつ制御論理は、以下の条件の１つ以上が満たされるときに第
２の動作モードに入るように構成されている：
　（ａ）データ記憶手段への書き込み後、所定の時間が経過する；
　（ｂ）１つ以上の物理パラメータの、選択された１つを測定した値が、所定の量を超え
てまたはそれ未満だけ測定値間で変化する；
　（ｃ）１つ以上の物理パラメータの、選択された１つを測定した値が、所定の値よりも
大きいか小さい値である。
【００２０】
　好ましくは、制御論理が、第２の動作モードに入って所定の時間の後、第１の動作モー
ドに入るように構成されている。好ましくは、データ自動記録装置がさらに、１つ以上の
物理パラメータの、選択された１つを測定した値が、所定の量を超えてまたはそれ未満だ
け測定値間でいつ変化するのかを測定するように構成された比較回路を含み、かつその比
較回路は、この測定に応答して、制御論理を第１の動作モードに入れさせて、測定値の少
なくともいくつかの表記をデータ記録装置に書き込ませるように設計されている。
【００２１】
　好ましくは、データ自動記録装置は、１つ以上の物理パラメータの、選択された１つを
測定した一組の値を平均し、制御論理に、測定された一組の値の平均の表記をデータ記憶
手段に書き込ませる手段をさらに備えている。
【００２２】
　物理パラメータは、温度、圧力、ｐＨ、光強度、音圧、動き、光スペクトル質（light 
spectral quality）、データ自動記録装置の向きまたは傾き、および振動の１つ以上であ
ってよい。
【００２３】
　好ましくは、データ自動記録装置のデータ記憶手段は、追加のデータを蓄積するように
設計されている。追加のデータには、個人情報および／または医療情報が含まれていても
よい。
【００２４】
　１つ以上の物理パラメータの少なくともいくつかは生理パラメータであってもよく、デ
ータ自動記録装置は、
　（ａ）人体または動物の体への埋め込みに適するパッケージ、
　（ｂ）皮膚への装着に適する粘着パッチ、
　（ｃ）衣料品またはその他の着用可能な品、および
　（ｄ）保護シェル
の１つに組み込まれていてもよい。
【００２５】
　１つ以上のセンサーの１つは、第１の温度センサーであってもよい。１つ以上のセンサ
ーの１つは、第２の温度センサーであってもよく、第１の温度センサーは、人体または動
物の体の温度を測定するように設けられ、かつ第２の温度センサーは、人体または動物の
体の周囲の温度を測定するように設けられている。
【００２６】
　１つ以上のセンサーの１つが、動きを測定する加速度計またはその他の手段であって、
データ自動記録装置の動き、または、その動きを測定する加速度計またはその他の手段が
取り付けられた体の動きが測定されてもよい。
【００２７】
　好ましくは、制御論理は、１つ以上の物理パラメータから２番目に選択されたものを以
前に測定した値に所定の値未満の変動があるときにのみ、１つ以上の物理パラメータから
１番目に選択されたものを測定した値の表記をデータ記憶手段に書き込むように設計され
ている。
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【００２８】
　好ましくは、制御論理は、測定値が所定の量を超えて測定値間で変化するときにのみ、
１つ以上の物理パラメータから選択されたものを測定した値の表記をデータ記録装置に書
き込むように設計されている。
【００２９】
　表記が、変化が測定された時刻を指示するタイムスタンプであってもよい。
【００３０】
　本発明の第２の構成により、１つ以上の物理パラメータをその場で測定するシステムで
あって、前記請求項のいずれか一項（前記本発明の第１の構成のいずれか）に記載のデー
タ自動記録装置と、蓄積されたデータの少なくともいくつかを受動送信によってデータ自
動記録装置から受け取るように構成された受信機を備えたデータ読み取り装置と、を備え
たシステムが提供される。
【００３１】
　好ましくは、データ自動記録装置は、データ読み取り装置から受信機が受け取るエネル
ギーが所定のレベルを超えるときに、その蓄積されたデータの少なくともいくつかを送信
するように構成されている。
【００３２】
　好ましくは、データ自動記録装置は、データ読み取り装置からの適切な命令に応答して
、その蓄積されたデータの少なくともいくつかを送信するように構成されている。好まし
くは、命令は、蓄積されたデータのいずれをデータ自動記録装置が送信すべきかを指示す
る。
【００３３】
　好ましくは、各センサーは、所定の周波数で１つ以上の物理パラメータを測定するよう
に構成され、かつデータ読み取り装置は、信号をデータ自動記録装置に送信してこの周波
数を設定するように動作可能である。
【００３４】
　好ましくは、データ自動記録装置のデータ記憶手段は、追加のデータを蓄積するように
設計されている。追加のデータには、個人情報および／または医療情報が含まれていても
よい。好ましくは、データ自動記録装置は、データ読み取り装置から適切な命令を受け取
ると追加のデータの少なくともいくつかを送信するように構成されている。
【００３５】
　好ましくは、データ読み取り装置から適切な命令を受け取ることに応答して、データ自
動記録装置は、（ａ）その命令と関連して送信されたデータで追加のデータの少なくとも
いくつかを書き換えるか、または（ｂ）その命令と関連して送信されたデータをさらなる
追加のデータとしてデータ記憶手段に書き込むように構成されている。
【００３６】
　好ましくは、データ読み取り装置は、データ自動記録装置に認証コードを送信するよう
に動作可能である。認証コードの少なくとも一部が、データ自動記録装置の識別コードに
依存して決められてもよい。認証コードの少なくとも一部が、データ読み取り装置の識別
コードに依存して決められてもよい。あるいは、データ自動記録装置は、一組の有効な認
証コードを保持し、かつデータ自動記録装置は、それが有効な認証コードを受け取るとき
に限り、その蓄積されたデータの少なくともいくつかをデータ読み取り装置に送信するよ
うに構成されている。
【００３７】
　好ましくは、データ自動記録装置は、データ読み取り装置の公開鍵認証を行う（perfor
m public key authentication）ように構成されており、または逆に、データ読み取り装
置は、データ自動記録装置の公開鍵認証を行うように構成されており、かつデータ自動記
録装置は、それが有効な応答を受け取るときに限り、その蓄積されたデータの少なくとも
いくつかをデータ読み取り装置に送信するように構成されている。
【００３８】
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　好ましくは、データ読み取り装置は、データをその読み取り装置に入力する入力手段を
備えている。好ましくは、データ読み取り装置は、そのデータ読み取り装置で受け取られ
るデータの少なくともいくつかを蓄積するように構成されている。
【００３９】
　データ読み取り装置は、有線または無線通信でデータ自動記録装置から受け取ったデー
タの少なくともいくつかを、インターネットサーバー、パーソナルコンピュータ（ラップ
トップ、デスクトップ、ＰＤＡ、スマートフォンまたは携帯型コンピュータが含まれてい
る）、記憶装置またはその他のデータ処理装置の１つ以上に送信するように動作可能であ
ってもよい。
【００４０】
　好ましくは、データ読み取り装置は、第１の温度センサーの各測定値を、それに対応す
る第２の温度センサーの測定値に依存して処理し、第１の温度センサーが測定するように
設けられている人体または動物の体の中心の温度（core body temperature, 核心温）を
推定するように構成されている。
【００４１】
　好ましくは、データ読み取り装置は、動きを測定する加速度計またはその他の手段の測
定値の変動が所定の値を超えたときに測定された第１の温度センサーの測定値の少なくと
もいくつかを無視するように構成されている。
【００４２】
　好ましくは、データ読み取り装置は、動きを測定する加速度計またはその他の手段の測
定値が所定の値を超えたときに測定された第１の温度センサーの測定値の少なくともいく
つかを無視するように構成されている。
【００４３】
　本発明の第３の構成により、女性の排卵時期を判定するシステムであって、女性の第１
の温度（体温）を測定する第１の温度センサー、１つ以上の第１の温度の測定値を第１の
生理データの組として蓄積するデータ記憶手段、第１の温度の測定値の表記をデータ記憶
手段に蓄積するように構成された制御論理、および蓄積されたデータの少なくともいくつ
かを送信するように構成された送信機を備えたデータ自動記録装置と、データ自動記録装
置から蓄積されたデータの少なくともいくつかを受け取るように構成された受信機を備え
たデータ読み取り装置と、少なくとも１つの別の生理データの組を受け取るように動作可
能な入力手段を有するデータ処理装置と、を備えており、データ処理装置は、データ読み
取り装置からの第１の温度のデータと少なくとも１つの別の生理データの組とを組み合わ
せて、排卵時期を指示するように設計されているシステムが提供される。
【００４４】
　好ましくは、データ自動記録装置が、
　（ａ）人体または動物の体に埋め込むのに適切なパッケージ、
　（ｂ）皮膚に装着するのに適切な粘着パッチ、
　（ｃ）衣料品またはその他の着用可能な品、および
　（ｄ）保護シェル
の１つに組み込まれている。
【００４５】
　少なくとも１つの別の生理データの組には、子宮頸管液質（cervical fluid quality）
データ、ホルモンレベルデータおよび少なくとも１つの以前の月経の日付（dates of at 
least one previous menstruation）を示すデータの少なくとも１つが含まれていてもよ
い。
【００４６】
　好ましくは、第１の温度データと、相異なる統計的な重みをデータの組の各々に割り当
てるように構成された排卵予測アルゴリズムによって設定される少なくとも１つの別の生
理データとを組み合わせるように、データ処理装置が動作可能である。統計的な重みは、
データの組によって指示される排卵時期と実際の排卵時期との間の以前の相関関係の度合
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に基づいていてもよい。
【００４７】
　好ましくは、データ処理装置またはデータ読み取り装置は、データ処理装置の入力手段
において追加の生理データの組を提供するようにユーザーを促すよう動作可能である。
【００４８】
　データ読み取り装置は、好ましくは筐体を備えており、データ処理装置は、データ読み
取り装置の筐体に組み込まれていてもよい。好ましくは、データ読み取り装置は、携帯型
の装置（hand-held device）である。
【００４９】
　好ましくは、データ読み取り装置には、データ自動記録装置から受け取られるデータを
蓄積するメモリーが含まれている。好ましくは、データ読み取り装置には、データ自動記
録装置から受け取られるデータを表示するディスプレイが含まれている。好ましくは、デ
ータ処理装置との有線または無線通信によって、データ自動記録装置から受け取られるデ
ータの少なくともいくつかを利用可能とするようにデータ読み取り装置が設計されている
。
【００５０】
　好ましくは、データ自動記録装置はさらに、女性の動きを測定する加速度計またはその
他の手段を備えており、制御論理はさらに、データ記憶手段での動き測定の表記を蓄積す
るように構成されており、データ処理装置は、以下の条件の１つが真であったときに、測
定された温度測定の少なくともいくつかを無視するように動作可能である：
　（ａ）動き測定における変動が所定の値を超えた；
　（ｂ）動き測定が所定の値を超えた。
【００５１】
　好ましくは、データ自動記録装置はさらに、女性の動きを測定する加速度計またはその
他の手段を備えており、制御論理はさらに、以下の条件の１つが真であるときに、データ
記憶手段での第１の温度測定の表記の少なくともいくつかを蓄積しないように構成されて
いる：
　（ａ）以前の動き測定における変動が所定の値を超えている；
　（ｂ）少なくとも１つの以前の動き測定が所定の値を超えている。
【００５２】
　好ましくは、データ処理装置の入力手段で受け取られる少なくとも１つの別の生理デー
タの組の１つが、女性についての動きデータであり、データ処理装置は、以下の条件の１
つが真であったときに、測定された第１の温度測定の少なくともいくつかを無視するよう
に動作可能である：
　（ａ）動きデータによって表わされる測定の変動が所定の値を超えた；
　（ｂ）動きデータによって表わされる測定が所定の値を超えた。
【００５３】
　好ましくは、データ自動記録装置がさらに第２の温度センサーを備えており、制御論理
がさらに第２の温度測定の表記をデータ記憶手段に蓄積するように構成されている。好ま
しくは、第２の温度センサーは、女性の周囲の温度を測定するように設けられており、デ
ータ読み取り装置は、第２の温度センサーの対応する測定に依存して第１の温度センサー
の各測定を処理して、女性の体の中心の温度を推定するように構成されている。
【００５４】
　好ましくは、データ処理装置は、データ自動記録装置からのデータおよび／または少な
くとも１つの別の生理データの組に基づいて、女性が基礎体温に到達したかどうかについ
ての第１の判断を行うように動作可能であり、第１の判断の結果が否定的であるなら、デ
ータ処理装置は、少なくとも以下の１つに依存して基礎体温を推定するように構成されて
いる：
　（ａ）温度測定のいずれかにおける変化率；
　（ｂ）温度測定のいずれかにおける変化率の変化率；
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　（ｃ）女性の体温が基礎体温に近づいたときの体温の以前の変動を表すデータ。
【００５５】
　好ましくは、データ自動記録装置は、それに蓄積されたデータの少なくともいくつかを
有線または無線送信によって、データ読み取り装置に送信するように設計されている。
【００５６】
　本発明の第４の構成により、データ自動記録装置を備えたパッケージであって、データ
自動記録装置は、第１の温度を測定する第１の温度センサーと、１つ以上の第１の温度測
定を蓄積するデータ記憶手段と、第１の温度測定の表示をデータ記憶手段に蓄積するよう
に構成された制御論理と、蓄積されたデータの少なくともいくつかを送信するように構成
された送信機とを備えており、パッケージはさらに第１および第２の部分を備えており、
データ自動記録装置は、それらの間に保持されており、第１の温度センサーは、第１の部
分に隣接しており、第１の温度センサーの近くにある、第１の部分の少なくとも１つの領
域は、第２の部分よりも高い熱伝導率を有するパッケージが提供される。
【００５７】
　好ましくは、データ自動記録装置に対向する、第１の部分の面が、粘着層を支持して、
パッケージが物か人体または動物の体に貼り付けられ、第１の温度センサーがその物また
は体に近接するようにする。
【００５８】
　オプションとして、パッケージにはさらに、物か人体または動物の体の一部に巻きつけ
られ、使用においてその物か人体または動物の体に対しパッケージを保持し、第１の温度
センサーがその物か体に近接するように構成されたバンドまたはストラップが配置されて
いる。
【００５９】
　好ましくは、第１の部分は、データ自動記録装置の第１の温度センサーを露呈する位置
に開口を有する。
【００６０】
　好ましくは、第１の部分は、データ自動記録装置が挿入されるか取り除かれる開口を有
する。
【００６１】
　オプションとして、パッケージの第１および第２の部分は、使い捨てである。
【００６２】
　好ましくは、データ自動記録装置がさらに電源を含み、第１の温度センサーがその電源
に搭載されている。
【００６３】
　好ましくは、データ自動記録装置には、さらに第２の温度を測定する第２の温度センサ
ーが含まれている。好ましくは、第２の温度は、パッケージの周囲の温度である。好まし
くは、第２の部分は、データ自動記録装置の第２の温度センサーを露呈する位置に開口を
有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　ここで本発明を、例をあげて説明する。
　図１は、本発明によるデータ自動記録装置１００の概略図である。図１のデータ自動記
録装置において、制御論理１１２は、１つ以上のセンサー１０６から信号を抽出し、その
結果をデータ記憶手段１１０に蓄積する。好ましい実施形態において、制御論理には、セ
ンサー１０６、１０８からのアナログ信号を、データ記憶手段１１０に蓄積するためのデ
ジタル値に変換するアナログ‐デジタル（Ａ‐Ｄ）変換器が含まれている。制御論理１１
２にはさらに、センサーの値を規則的な間隔で周期的に蓄積することを可能とするタイマ
ーが含まれている。検知される温度を検知するか蓄積する制御論理の少なくとも一部は、
電源１０２によって電力が供給されている。
【００６５】
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　トランシーバ１１６は、データ記憶手段１１０に蓄積されるデータを送信するように動
作可能である。好ましい実施形態において、電源１０２での流出を最小限にするために、
データ送信のために必要ないかなる論理も、その電力を、トランシーバが接続される、ア
ンテナ１１４と結び付いた電磁場から引き出す。アンテナ１１４は、好ましくは、ワイヤ
ーのコイルであって、フェライトのような高い比透磁率を有するコアを備えている。デー
タ読み取り装置によって提供されるような適切な発信電磁場とトランシーバが結合すると
き、データ送信が可能となる。したがって、データ送信は、電源１０２からの正味の電力
を必要としない。
【００６６】
　本発明におけるデータ送信は、好ましくは図２において示される原理によって動作する
。あるいは、（とりわけ、受動モードＲＦＩＤシステムに関係する）当技術分野で周知の
受動送信方法のいずれを用いてもよい。
【００６７】
　トランシーバ１１６は、送信機と受信機を備えると考えることができる。ここで「送信
機」は、なんらかの手段によってデータ送信を達成する要素または一群の要素を意味する
ものとする。「受信機」は、それが（好ましくはアンテナを介して）結合される電磁場か
ら電力および／またはデータを受け取る要素または一群の要素を意味するものとする。送
信機と受信機の双方の一部として識別される回路の要素があってもよい。
【００６８】
　受動送信システムにおいて、電力は１つの方向に、そしてデータが別の方向に転送され
てもよい。図２は、多くの受動モードＲＦＩＤシステムで用いられる受動送信原理を例示
する回路である。一般的には、無線周波数信号は、読み取り装置コイル２０５を駆動する
発生器２０８によって読み取り装置２０４で生成される。応答機２０２は、読み取り装置
コイル２０６と応答機コイル２０５との間の電磁的な結合を介して、読み取り装置２０４
から電力を受け取る。回路２１６で誘発される発信電圧は、ダイオード２１２によって整
流され、端子２１４間で有用な電圧を提供する。この電圧は、回路を駆動するのに用いて
もよい。
【００６９】
　特に、応答機で受信される電力は、送信機回路を駆動するのに用いてもよい。図２の送
信機回路は、閉じるときにキャパシタ２０７をショートさせるスイッチ２１０で表わされ
ている。スイッチ２１０を開閉することによって、ＬＣＲ回路２１６の共振周波数が２つ
の値の間で切り替えられる。これに続いて、コイル２０６が生成する発振場から回路２１
６が引き出す電力が決定される。コイル２０５および２０６が変圧器を構成するとみなす
のが最も分かりやすく、回路２１６の共振周波数を切り替えることでコイル２０５の負荷
が切り替わる。負荷のこの変化は、電流計であってもよい検出回路２０９によって読み取
り装置で検出できる。このように、スイッチ２１０によって回路２１６の２つの共振状態
間を単に切り替えるだけで、デジタルデータが応答機２０２から読み取り装置２０４に送
られる。一般的には、回路２１６の共振周波数の１つのみが、発生器２０８で生成される
周波数であるかそれに近い。これによって、コイル２０５で負荷の強い変化がもたらされ
る。
【００７０】
　好ましくは、電源１０２は、充電可能である。トランシーバ１１６は、アンテナ１１４
で発振電磁場から電力を獲得するように動作可能であるので、トランシーバが、充電可能
な電源に電力を供給してもよい。さらには、トランシーバは受動的に送信するので、それ
は、データを読み取り装置に送信するために読み取り装置からの入射電磁場を必要とする
。読み取り装置は、データ自動記録装置に電力を供給する電磁場と、データ自動記録装置
による電磁場の操作を介して受動的なデータ送信を可能とする別の電磁場とを提供しても
よい。したがって、データ自動記録装置には、第２のアンテナとさらにはトランシーバ回
路が備えられる。好ましくは、その２つの電磁場は、１つの同じものである。
【００７１】
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　好ましくは、電源１０２は充電可能な電池である。充電可能な電池は大抵、充電を何度
も繰り返すと容量に低下が見られる。電池が毎日充電され、なおも何か月間も蓄電できる
容量を有する必要があるアプリケーションにおいて、これは電池の寿命に不都合な効果を
もたらす。したがって、最低の蓄電レベルに到達して、必要となったときのみに電池を充
電するのが最適である。しかしながら、ここに説明されるデータ自動記録装置は、充電を
要求できるものである必要はないが、この場合は、提示されるときに充電することをうま
く利用しなければならない。したがって、過度に充電が繰り返されることで電池の性能に
引き起こされる劣化を最小限とするために、推定された充電量に基づくプロトコルが用い
られるか、および／または（ロードされているおよび／またはロードされていない条件に
おいて）電池電圧で指示される電池の残りの充電量が提示される。
【００７２】
　電源が充電されるべきか否かを選択するのに、セレクタ論理が提供されてもよい。セレ
クタ論理によって、電源にかかる電圧が所定のレベル未満に低下するとき、電源を充電す
ることが可能となる。セレクタ論理の製造時に所定レベルが蓄積されてもよい。あるいは
、最後の充電から少なくとも所定の時間が経過したときに、セレクタ論理によって、電源
を充電することが可能となってもよい。セレクタ論理が指令するある条件下で、（トラン
ジスタのような）電流を流す素子をオンとしたりオフとしたりすることによって、充電の
選択が有効となってもよい。
【００７３】
　好ましい実施形態において、トランシーバは、読み取り装置によって生成される発振電
磁場から電力を受け取る。本発明の一実施形態によるデータ自動記録システムが、図３に
例示されている。読み取り装置３０７は、ハンドヘルドのものであって、ユーザーが簡単
に位置を定めて読み取り装置とデータ自動記録装置３０１との間に有効な結合をもたらし
てもよい。読み取り装置には、スクリーン３０３が含まれていて、受信されたデータを見
ることが可能となったりユーザーへのインターフェースを目に見えるメニューで提供した
りしてもよい。読み取り装置は、電池で電力が供給されても、受信データを処理する処理
装置３０９のような第２の装置に物理的に接続されてもよい。データは、読み取り装置か
らデータ処理装置に無線または有線の通信で送られてよい。あるいは、データ処理装置は
、データ読み取り装置の一部を構成してもよい。
【００７４】
　読み取り装置には、キーパッド３０５のような１つ以上の入力が含まれていてもよく、
それを介してユーザーは、読み取り装置または読み取り装置への入力データと情報交換を
してもよい。データ処理装置には、１つ以上の入力（手段）３１１が含まれていて、さら
なるデータの組のデータ処理装置への入力を可能としたり、データ処理装置／読み取り装
置の機能との情報交換を可能としたりしてもよい。図３における点線の境界で示されるよ
うに、データ読み取り装置とデータ処理装置は、同じ装置の一部を構成してもよく、また
はそれらは別の装置であってもよい。
【００７５】
　データ自動記録装置は、トランシーバで受け取られ、読み取り装置が提供する電磁場へ
とコード化される１つ以上の命令を翻訳する（interpret）受信機論理（receiver logic
）をさらに備えていてもよい。データは、電磁場の周波数または振幅を切り替えるか、ま
たは当技術分野で周知の他の送信技術でデータ自動記録装置に送られてよい。好ましくは
、受信機論理もまた、トランシーバが電磁場から引き出した電力が供給される。
【００７６】
　読み取り装置は、１つ以上の命令をデータ自動記録装置に送ってもよい。これらの命令
には、センサー１０６の抽出間隔を設定する命令や、データ転送を開始する命令のほか、
校正定数、ＩＤコード、リセット命令、ファームウェアとして実施される制御論理につい
ての更新などのような構成命令（configuration command）も含まれる。
【００７７】
　あるいは、校正係数、抽出間隔および自動記録装置ＩＤは、製造時に固定される。
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【００７８】
　一実施形態において、トランシーバで受け取られる電力が一旦所定のレベルを超えると
、トランシーバは、蓄積されたデータを送信し始める。あるいは、トランシーバは、読み
取り装置から信号が受け取られるとき送信を開始する。好ましくは、読み取り装置は、識
別コードを含むデータ自動記録装置に識別子を送信する。データ自動記録装置は、識別コ
ードがデータ自動記録装置に蓄積されるコードと一致すれば、蓄積されるデータの読み取
り装置への送信のみを行う。データ自動記録装置は、（ａ）１つ以上のデータ読み取り装
置に対応する１つ以上の識別コードを蓄積するか、（ｂ）データ読み取り装置がデータ自
動記録装置の独自のコードを送信する必要がある。識別コードは、データ記憶手段１１０
に蓄積されてもよい。好ましくは、データ自動記録装置は、そのコードを送信せず、した
がって（ｂ）の場合には、読み取り装置はコードを前もって知っておくことが必要となる
。これによって、データ自動記録装置に蓄積されるデータが、許可されずにまたは望まれ
ていないのに見られてしまうことを防ぐのに役立つ。あるいは、「チャレンジ‐レスポン
ス（challenge-response）」プロトコルやその他当技術分野で周知の暗号プロトコルを用
いて安全性を高めてもよい。
【００７９】
　データ自動記録装置は、抽出されたセンサー信号以外のデータをデータ記憶手段１１０
に蓄積する。これには、前述の識別コードが１つ以上および／または、個人識別情報もし
くは医療情報のようなユーザーに関係するデータが含まれる。これは、ユーザーが患者で
あって、データ自動記録装置が患者の生理パラメータを自動記録するのに用いられている
、すなわち医療情報が一般の患者識別情報または以前の医療試験の結果または観察ノート
である場合に、とりわけ有用である。この、他のデータは、読み取り装置に送られてもよ
い。
【００８０】
　読み取り装置は、異なるデータタイプを受け取るために、異なる識別子を提供するよう
に求められてもよい。例えば、第１の識別子が、データ自動記録装置を駆動して蓄積され
た生理パラメータデータを送信するように要求され、かつ第２の識別子が、データ自動記
録装置を駆動してユーザー／患者情報を送信するように要求される。
【００８１】
　データ記憶手段１１０は、好ましくは、電池式のＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュＲ
ＡＭのような不揮発性メモリーであり、より好ましくは、ＦＲＡＭまたはＭＲＡＭである
。電源１０２は、キャパシタか電池である。
【００８２】
　一実施形態において、センサーの少なくとも１つは温度センサーである。好ましくは、
温度センサーはサーミスタである。あるいは温度センサーは、「絶対温度に比例する」電
圧源のような、シリコンをベースとする装置であってもよい。感度を高めるために、ブリ
ッジ、フィルターおよび増幅器のような信号処理素子によって信号が増幅されてもよい。
【００８３】
　データ自動記録装置のサイズおよび電力要件を最小のものとするために、可能であれば
データ自動記録回路は、単一のマイクロチップとして作製される。
【００８４】
　１つ以上の生理パラメータを測定するデータ自動記録装置の場合は、装置は、（皮下の
）埋め込み装置または着用可能なパッチとして提供される。埋め込み装置としてデータ自
動記録装置の筐体は、好ましくは不活性で、埋め込まれた人の免疫系による拒絶反応を防
止するのに役立つように被覆される。
【００８５】
　データ自動記録装置によって測定される生理パラメータの例は、温度、圧力、ｐＨ、光
強度、振動、音圧、向きまたは動きである。データ自動記録装置が測定する生理パラメー
タの例は、体温、血液のｐＨ、血糖、脈拍数、血圧である。これらのパラメータは、当業
界で知られているいかなる方法によって測定されてもよい。
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【００８６】
　本発明によるデータ自動記録装置は、体温を測定して基礎体温の自動的な測定を可能と
するように構成されてもよい。これによって、何日間にもわたる基礎（最低安静）体温の
上昇を探すことによって、ある排卵期から次の排卵期までで排卵時期を推定することが可
能となる。これは、活動レベル、環境温度その他が変化する結果、一日を通して急激に変
化し得るユーザーの皮膚の温度における短期間の変化とは実質的に独立している。
【００８７】
　体温は一般的には、ゆっくりと変化するので、データ自動記録処理にはいくつかの改良
を施すことができる。最初の改良は、データ自動記録装置でのセンサーデータを圧縮する
ことである。以前測定された温度と今測定されている温度との間の差のデータの流れは、
「エントロピーの解読」のための良い候補であるか、またはより低い頻度で起こる値と比
べて頻繁に起こる値についてのメモリー要件を最小限化するその他の手段である。これに
よって、より多くの測定値をデータ自動記録装置に蓄積することが可能となる。
【００８８】
　適切な圧縮機構、例えばフィボナッチ符号化を用いることによって、個々のデータ点を
分けることが可能である。データは、循環するバッファ（circular buffer）から簡単に
読み取ることができ、エラーはメモリーにおける最後の２つの測定値のみに導入され、そ
れは簡単に捨てることができる。
【００８９】
　一定の間隔で記録されていないデータは、いつデータ（またはデータ群）が測定された
かの記録（例えばタイムスタンプ）を付けることが必要である。例えば、メモリーが一杯
になると、古い値が新しい値で置き換えられ、タイムスタンプによって、いつ各センサー
値が測定されたのかが確認される。
【００９０】
　第２の改善は、最後に測定された値から所定量（例えば、０．０１度）を超えて温度が
変化するときのみにタイムスタンプを記録するというものである。所定の頻度で測定を行
うか、温度の変化についてセンサーを本質的に連続して監視することができる。温度値ま
たは温度差はタイムスタンプと一緒に記録してもしなくてもよい。時間差を記録すること
によって前述のようにデータを圧縮することが可能となる。
【００９１】
　しばしば起こるセンサー値における急激で小さな変動は、排卵時期を判定する温度測定
などにおいては、重要ではない。そのような場合、非常に簡単なＡ／Ｄコンバーターまた
は抽出保持回路を用いて、温度値を比較し、最後の値と現在の値との差を測定することが
できる。メインのＡ／Ｄコンバーターは、差が所定の量より大きくなって、タイムスタン
プおよび／または温度値がデータ記録装置に蓄積されるようになるまでスリープ状態に保
たれる。この構成はさらに、スリープ時間を最小として、メインのＡ／Ｄコンバーターが
、大きく急激な温度変動の期間に頻繁にスリープから解除され過ぎるのを回避するように
改良される。これらの構成は、データ自動記録装置でメモリーと電力の双方を節約するの
に役立つ。
【００９２】
　第３の改善は、時間を経て得られる値を平均化することである。これは、センサー値に
おける急激な変動についての情報を捨て、本質的に高周波「ノイズ」を取り除く効果があ
る。これは、スライドする窓を用いて達成することができ、例えば循環するバッファは、
１４ビットの解像度で測定される最後の測定値を１６保持することができ、そして測定値
の１６ビット平均は、メモリーに蓄積される。これらの１４ビット測定値の合計は、１８
ビットの数字であるが、Ａ／Ｄ信号の最も小さなビットにおけるノイズのガウス分布を想
定すると、１６の平方根１６＝４の信号：ノイズの向上が見られ、１８ビットの数の上位
１６ビットのみを用いることで１４ビットの測定値から１６ビットの値がもたらされる。
他のビット長およびバッファのサイズを用いることもできる。
【００９３】
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　さらなる改善は、平均化する計算においてバッファの最大および最小測定値を含めない
ことである。これは、範囲外の測定値の影響を最小限とするのに役立つ。いくつかの測定
値を選択的に除外することもでき、例えば１６のうち中間の１２の測定値のみとして範囲
外の測定値の短い期間の影響をさらに低減する。
【００９４】
　生理中に起こるある生理上の徴候を監視することによって、自然な家族計画を進めるこ
とができる。最も普通に観察される徴候は、生理出血、子宮頸粘液の変化および体温の変
化である。
【００９５】
　カレンダー利用のリズム式避妊法が、受精の可能性を認識する方法として最も古くから
最も広く使われている。カレンダーに記録することで、精子によって卵が受精する状態に
ある期間とその始まりを女性が推定することが可能となる。受精期間の計算は、１）次の
生理が始まる前の１４日目（プラスマイナス２日）に排卵が起こり、２）精子は２日から
３日生き続け、３）卵子または卵は２４時間生き続けるという３つの仮定からなされる。
【００９６】
　基礎体温（ＢＢＴ）法は、朝最初に、好ましくは毎朝同じ時間に、口内で検温し、それ
らの温度をグラフにつけることで広く行われている。前の７日のいずれよりも体温が３日
続けて高くなった後、排卵が起こっていると一般には示されている。この方法を用いると
、排卵を予想することはできないが、一度それが起こると識別することができる。この方
法は、女性が妊娠しない時期がいつ始まったかを識別するのに最も有用である。
【００９７】
　子宮頸粘液の変化は、生理が不規則であっても、排卵の起こるたいていの女性の間では
っきりとしたパターンがある。子宮頸粘液を評価するために、女性は彼女の膣口から粘液
を得る。粘液をチェックすることで、女性はそれが湿っていると感じるか乾いていると感
じるかを判定する必要がある。粘着性、弾性および湿り具合といった粘液の質によって、
彼女が周期においてどこにいるのかが示唆される。通常、最後の「滑りやすく湿った」粘
液の日の前またはその日の間に、卵の放出が起こる。粘液が、熱の通っていない卵白の特
性を有するときが、妊娠する時期である。膣潤滑剤や、膣洗浄を用いるとこれらの特性を
認識するのがより困難となる。
【００９８】
　種々のグラフ付け方法は、単独でまたは組み合わせて用いられる。普通の技法は、女性
が粘液の変化と基礎体温を記録することである。女性によってはまた、生理痛を認め、そ
れを記録するが、それには、重苦しさ、腹部の腫れ、直腸の痛みまたは不快感、および、
下腹部の痛みまたは不快感が含まれる。痛みは、排卵の直前、排卵期間中または排卵後に
起こり得る。
【００９９】
　ここに記述されているデータ記録装置は、自動的な体温の監視を行うことができ、一方
、女性は、粘液の変化のような主観的なパラメータの記録を自分で行う必要がある。これ
らの追加の主観的なパラメータを（前述のような）読み取り装置または温度データが送ら
れるデータ処理装置に入力し、利用可能な時のみ（それが利用可能であることが必要では
ないが）それを用いることによって、それを温度データや時間／日付データと選択的に組
み合わせて、将来の排卵日および／または、主観的なパラメータの変化が期待される将来
の日付を推定して、最も必要であるように思われるときに女性がそれらを監視することが
奨励される。
【０１００】
　これらの追加の主観的なパラメータは、体温は排卵後に上昇する一方、他の主観的なパ
ラメータは排卵前に変化するという点において重要である。体温のみを用いて妊娠する期
間を特定しようとすると、不確実な期間がより広くなるが、それは、サイクルにおける排
卵後の部分がはっきりと定義されていて（一般的には生理前およそ１０日～１２日）、サ
イクルによって長さがあまり違わないからである。したがって、体温を記録することでこ
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の期間を識別することができる。しかしながら、サイクルの排卵前の部分は、サイクルに
よって長さが異なる。生理の初日についてのデータを加えることで、２つ目の全く客観的
なパラメータが加えられ、排卵のタイミングの推定が改善できる。
【０１０１】
　たとえば、子宮頸粘液の質についての情報を加えることによって、妊娠できる期間の始
まりをより正確に測定できる。しかしながら、子宮頸粘液の質は、女性によっては、とり
わけ前日に性交した後では、確認するのが非常に困難である。さらなる生理上のデータが
提供されさえすれば、それを用いるのが最も有益であり、体温の測定値および、さらなる
データが提供されないときに妊娠する期間の始まりを計算するタイミングに、システムが
依存する。同様に、唾液の質、胸の柔らかさ、生理痛およびホルモンの測定値のようなそ
の他のパラメータが観察されるならば、それらを全て加えることもできる。
【０１０２】
　体温を監視するデータ自動記録装置は、女性に注射されるか小さな手術をして挿入され
る埋め込み装置の形をとってよい。データ自動記録装置は、好ましくは、データ自動記録
装置によって記録される温度が正確に体の中心の温度を反映するように、腹部または上腕
の内側に挿入される。あるいはデータ自動記録装置をパッチ、着用可能なバンドまたは（
下着のような）衣類に組み込むこともできる。これは以下に記述されるように実施される
。
【０１０３】
　図６Ａは、温度データ記録装置を用いて基礎体温を推定する利点を例示する。図６Ａの
プロットは、本発明の実施形態による試作のデータ自動記録装置によって、ユーザーが寝
ている間に夜通し周期的に自動記録したデータから推定される日常の基礎体温についての
ものである。動きが盛んな期間に取られた温度測定値は無視され、データ自動記録装置か
らの残りの温度データが処理されて範囲外の温度測定値が除外された。そのとき残ってい
る温度測定値の平均が取られて、測定された温度における短期の変動が除去された。
【０１０４】
　図６Ｂのプロットは、図６Ａのプロットと同じ日に通常の技法を用いて推定された基礎
体温についてのものであり、耳体温計（ブラウン（Braun, 会社名）・サーモスコープ（T
hermoScope, 商品名））で起床時午前６時３０分にユーザーが２つの測定を行った。試作
のデータ自動記録装置は、（プロットにおいて矢印で示される）排卵日をはっきりと検出
しており、一方通常のアプローチを用いて検出するのは非常に困難である。データ自動記
録装置を用いることで、毎朝早くユーザーが起床して体温を測りそれを記録簿に書きとめ
る必要もなくなる。
【０１０５】
　図７は、図６Ａに示されるデータを収集するのに用いられた試作のデータ自動記録装置
の回路図を示す。
【０１０６】
　データ自動記録装置からのデータの規則的な読み取りについて設計（し、排卵を予想）
することで、読み取り装置が生成する電磁場から得られる電力によって電源が規則的に充
電される。したがって、装置のための電源は、比較的小さい。装置のサイズが小さくなる
ことと、データ送信の間無線で充電が行われることとがこのように組み合わさって、実際
に埋め込み装置としての装置を実施することが可能となり、あるいは、装置を、通常の絆
創膏やバンドエイドと同じように皮膚に固着できる小さな粘着パッチに別個に組み込むこ
とが可能となる。
【０１０７】
　一実施形態において、データ自動記録装置には、制御論理、タイミング、測定、電力制
御、温度検知および無線通信を含む集積回路が含まれており、それを、電力を蓄積するリ
チウムポリマー電池およびアンテナに結合する。データ自動記録装置は、体温を測定する
ので、装置がさらされる温度範囲は非常に狭く、そうしてサンプリング周波数のための超
低電力アナログタイミングが、Ｒ－Ｃ時定数を用いて受け入れ可能な精度で可能である。



(17) JP 5256191 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

電力供給の経時変化もまた周期的に測定することができ、そうして測定の頻度を自動記録
する間に調節することができる。一般的には、データ自動記録装置は、所定の頻度（たと
えば１０分ごと）で温度を記録し、そしてこれをメモリーに記録する。
【０１０８】
　排卵時期を判定するシステムは、ここに記述されるいずれかの形をしていて、温度を測
定するように構成されるデータ自動記録装置と、ここに記述されているいずれかの形をし
ているデータ読み取り装置と、データ処理装置とを備えてよい。あるいは、データ自動記
録装置は、受動送信が可能であって、データ読み取り装置と両立して使うことのできる周
知の温度データ自動記録装置のいずれであってもよい。データ自動記録装置は、蓄積され
たデータを受動送信によってデータ読み取り装置に送信する。データ読み取り装置とデー
タ処理装置は、何らかの周知の方法によって通信してもよい。
【０１０９】
　読み取り装置は、ディスプレイと、ユーザー入力性能（user input capability）とを
有していて、ユーザーが、データ自動記録装置から受け取られるデータの表やグラフを見
たり、および／または、ユーザーが、図形メニューのシステムで情報交換したりすること
が可能であってもよい。読み取り装置は、データ処理装置と接続されていてもよく、また
はデータ処理装置は、読み取り装置の一部を構成していてもよい。システムには、データ
自動記録装置から受け取られるデータを処理して、女性ユーザーの排卵時期を指示するこ
とが可能であるという面があることが重要であるにすぎない。データ処理装置は、単純に
、データ処理を行うように設計されているソフトウェアを支援するパソコンであってよい
。
【０１１０】
　データ読み取り装置かデータ処理装置かには、女性ユーザーについて少なくとも１つの
別の生理データを入力する入力手段が含まれている。データ処理装置は、体温データを（
子宮頸粘液の質、血液または尿からのホルモン試験の結果その他のような）別の生理デー
タと組み合わせて、前述のようなまたは周知の排卵検出の原理のいずれかに従って排卵時
期を指示することができる。
【０１１１】
　好ましくは、読み取り装置は、適度に近いところで作動させるとき埋め込み装置と双方
向通信を行う、持ち運び可能な無線読み取り装置からなる。ユーザーインターフェースに
は、生理日や子宮頸液質のようなデータを入力する多数のボタン、および、測定値につい
てプロンプトで指示を求めたり、埋め込み装置や読み取り装置の電池チャージのようなパ
ラメータを指示したりする簡単なＬＣＤディスプレイが含まれている。同様に、もしデー
タ処理装置がそのような入力を受け取るように設計されているならば、ユーザーはさらな
る生理データを、直接データ処理装置に入力してもよく、データ処理装置がパソコンであ
るならば、これはユーザーにとって都合がよい。読み取り装置自体は、（読み取り装置お
よび／またはデータ処理装置に蓄積される）以前に記録されたデータに基づいて排卵時期
を推定する能力があってもよく、次の排卵までの期待される日数をユーザーに表示する能
力があるのも適切である。プライバシーを理由として、装置は、キーを操作してそれがデ
ータを与えられている埋め込み装置と最近接触していなければ、妊娠の可能性についての
情報を、好ましくは表示しない。
【０１１２】
　読み取り装置は、ＵＳＢポート（または有線もしくは無線のその他適切な接続形態）を
含んでいて、パソコンに接続が可能であってもよい。これによって、（ａ）読み取り装置
の内部電池の充電および／または（ｂ）データの蓄積のため、データのさらなる処理のた
め、データの表示のためまたは単純にコンピュータがシステムにおいて温度データの処理
を行うために、コンピュータからのまたはコンピュータへのデータ送信が可能になる。読
み取り装置またはデータ処理装置が、期待される排卵のモデルに適合するデータを見つけ
られないか、さらなるユーザーとの情報交換が必要であるとき、ユーザーにそれをパソコ
ンに接続するように促すことができる。
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【０１１３】
　装置は、コンピュータにはＵＳＢ「ドライブ」蓄積装置として現われ、装置のためのソ
フトウェアとマニュアルがドライブで利用でき、そうすると、別のソフトウェア（例えば
ＣＤ）を装置と共に持ち運ぶことが必要でなくなる。ソフトウェアによってさらに拡張さ
れたユーザーインターフェースが提供され、それはソフトウェアとファームウェアの更新
を行うためにインターネットに接続するように動作可能であってもよい。オプションとし
て、ユーザーのデータは、第三者、例えば開業医が分析するためにインターネットでアッ
プロードすることができる。
【０１１４】
　コンピュータを読み取り装置とのインターフェースの面からみると、システムを、子宮
頸液の質のような、より主観的な生理パラメータの測定におけるユーザーのためのトレー
ニングシステムとして活用することが可能となるが、それは、トレーニングソフトウェア
が体温履歴やその他のユーザーのデータを組み込むことができるからである。これによっ
て、身体について第三者から教えてもらうこと（これはしばしば出過ぎたことであったり
困ったことであったりすると考えられる）にユーザーが頼ることが少なくなる。
【０１１５】
　ユーザーがこれらの追加のパラメータを測定することにより精通するにつれ、排卵予想
についての統計的なモデルが変更されて、これらの観察により重点が置かれることになる
。これによって、避妊のために性交を抑制しなければならない排卵期ごろの「安全期間」
を漸進的に減らしていくことが可能となる。
【０１１６】
　ここに記述されるデータ自動記録装置は、図４および図５に示されるような着用可能な
粘着パッチ４０７、５０３に組み込まれる人間または動物の体温（人体または動物の体の
温度）データ自動記録装置である。粘着剤４１１は、周知の皮膚粘着剤から選択され、好
ましくは、ユーザーの皮膚４０１との有害な反応の危険を最小限とするようにアレルギー
反応が低い。パッチは、好ましくはデータ自動記録装置４０３、４０５を袋の中に入れて
保持し、それによってデータ自動記録装置を取り除いて、例えば粘着剤が粘性を失ったり
ユーザーが新しいパッチを望んだりするときに便利なように、新しいパッチに据え付ける
ことが可能となる。図５は、データ自動記録装置５０１を取り除いたり据え付けたりする
開口５０７を示す。あるいは、データ記録装置は、袋の中に密閉できるものであり、それ
はパッチとデータ自動記録装置が使い捨てであるならば都合がよい。
【０１１７】
　好ましい実施形態において、パッチは、おおよそ円形であって、直径が約２ｃｍで肌色
である。体温センサーを温度の環境的な変化から熱的に絶縁するために、パッチは、デー
タ自動記録装置の、データ自動記録装置が体に対して保持される側と反対の部分を覆って
広がる（柔らかい発泡体の裏張りのような）断熱領域４０５を有する。パッチには、開口
５０９があって、それを通してデータ自動記録装置の伝熱鋲４０９、５０５が突出し、パ
ッチが固定される体と物理的に接触する。図５において、これは、データ自動記録装置が
パッチに挿入されるための開口５０７の一部を形成する。
【０１１８】
　データ自動記録装置が伝熱鋲を有していない場合には、パッチ（および可能であるなら
ばデータ自動記録装置のシェル）が、体温センサーと、パッチ／シェルの上の他の部分よ
りも体自体との関係においてより伝熱性が高いことが一般には望ましい。これは、パッチ
／シェルにおいて用いられる材料を選択することで、および／またはパッチ／シェルを、
温度センサーの上の領域において材料がより薄くなるように作製することによって達成さ
れる。
【０１１９】
　前述のパッチの構成は、殺菌した使い捨ての装置として都合よく供給される。
【０１２０】
　あるいは、データ自動記録装置は、（腕周りに着用されるような）バンドまたは衣料品
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に組み込まれるか、ストラップやバンドを用いてデータ自動記録装置を適切な位置に保持
する。好ましくは、バンドは上腕の周りに着用されて、温度センサーが腕の内側の脇の下
の近くに位置する。体温の小さな変化を正確に測定することができるためには、ユーザー
がバンドを装着し直すごとにユーザーの体の同じ位置（測定点）にデータ自動記録装置が
再度位置付けられることがとりわけ重要である。したがって、バンド内に保持されるデー
タ自動記録装置を正しく位置付けるようにユーザーの助けとなる印がバンドに付けられて
いてもよい。長期間着用しても快適で良好な断熱材であるネオプレンがバンドの材料とし
てとりわけ適切である。
【０１２１】
　バンドにおける輪の中に、いくつかの温度センサーが保持されてもよい。こうすれば、
バンドが回転してユーザーが上手く位置づけできなくとも、その影響を緩和するのに役立
つ。一般的には、バンドが着用される（例えば）腕の周りの温度には違いがあり、その違
いを既知とできる。この違いを測定して、データ自動記録装置に、より好ましくは温度測
定値が送られて処理されるデータ処理装置に、特定のユーザーのプロフィールとして蓄積
することができる。そのプロフィールによって、各センサーからの温度測定値が、後で腕
の周りの位置と関係付けられてどのセンサーが「測定点」に最も近いかが判定される。バ
ンドが交換されるごとに測定点の温度をより正確に測定するために、既知の温度プロフィ
ールを用いて温度測定値間を補完することがさらに望ましい。これらの計算は、データ処
理装置で行うことができる。
【０１２２】
　図３、図４および図５に例示される実施形態において、温度センサーとアンテナがデー
タ自動記録装置自体の本体に組み込まれる。この実施形態において、温度センサーの上に
データ自動記録装置のシェルの伝熱部があるか、図示されているような、温度センサーを
体に結合する伝熱鋲がある。しかしながら、温度センサーは、データ自動記録装置の本体
の外側にあってデータ自動記録装置とワイヤーで接続されている。同様に、アンテナも、
おそらくはデータおよび電力の転送を向上するように、データ自動記録装置の本体の外に
ある。温度センサーおよび／またはアンテナは、パッチ／バンドと一体化されていて、ワ
イヤーでデータ自動記録装置に接続されている。
【０１２３】
　好ましくは、データ自動記録装置自体が密閉したシェルの中に包みこまれていて、デー
タ自動装置の構成要素を衝撃や液体や腐食から保護する。異なるユーザーが装置を再使用
できるように、自動記録装置がオートクレーブで殺菌できることもまた有利である。好ま
しくは、シェルは、シリコーンまたはその他の不活性材料の外側層を有する。温度センサ
ーの上のシリコーン層が薄く（おそらくは０．１ｍｍ）またシェルのその他の領域上では
シリコーン層が厚い（おそらくは０．５ｍｍ）というように、シリコーンはシェルの上で
厚みに変化があってもよい。シリコーンの厚い層は、センサーを断熱するのに役立つ。温
度センサーの上でシリコーンに金属粒子が混入されて、その領域でのシリコーンの伝熱性
が高められていてもよい。
【０１２４】
　シリコーンやその他の保護材料は、好ましくは、射出成型可能であり、インサート成型
可能であり、防水性があり、および／または生体適合性がある。
【０１２５】
　前述のように、データ自動記録装置は、データ自動記録装置のシェル／シリコーン中に
幾分突出するかそれを貫通する高伝熱材料（例えば金属）の鋲を有していて、データ自動
記録装置の温度センサーと、それが適用される体との間の熱結合が向上するものであって
もよい。
【０１２６】
　体の中心の温度を推定することが求められるが、体の外部の点で測定が行われる場合は
、皮膚温度の簡単な測定を改良することができる。皮膚温度が伝熱パッチの下で測定され
、かつ絶縁体の外面の温度も測定される（すなわち２つの測定値を得る）なら、皮膚温度
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と体の中心の温度との間の差を推定することが可能である。最も簡単にこれを実施するに
は、２つのセンサーの温度差に一定の係数を適用し、すなわち Tcore = Tskin + k (Tski
n - Touter) とする。より複雑ではあるが正確な方法は、周囲の温度が皮膚温度よりも高
い場合と低い場合とを考慮し、また補正を非線形関数とすることである。好ましくは、そ
のような補正は、結果として得られる体の中心の温度の推定値をデータ自動記録装置に蓄
積しさえすればよいように、データ自動記録装置で適用される。あるいは、双方の温度デ
ータを蓄積して、温度データが送られるデータ処理装置で補正を適用してもよい。
【０１２７】
　様々な外部温度状況のもとで、（いずれの従来技法で測定されても）体の中心の温度に
対してそのようなパッチ装置を校正すること（calibrating）によって、より正確な補正
システムが案出される。あるいは、データからおよそ一定の体の中心の温度を得るために
必要な補正機能を決定するという目的で、以下の方法のいずれかによって校正（calibrat
ion）が行われる。
１．パッチを横切る既知の温度勾配を適用し、温度計２つの反応を測定する。
２．ユーザーがパッチを着用する間の温度範囲に、外部温度センサーを露呈する。適用さ
れる温度は、体温が温度変化に反応できるよりも速く変化することが重要である。
３．測定される皮膚の温度に比べて外部温度の自然で急激な変化について、使用の間の温
度測定値を分析する。この方法は、好ましくは、データ自動記録装置で行われ、環境の変
化に応答して補正機能を継続的に調節するのに用いられる。
【０１２８】
　一実施形態において、データ読み取り装置または（読み取り装置が接続される）データ
処理装置で校正の計算が以下のように行われる。
１．データ読み取り装置は、データ自動記録装置に命令を送り、それに校正モードに入る
ように指示する。
２．校正処理が開始され、データ自動記録装置は、温度センサーからの温度データをリア
ルタイムで送信する。
３．データ読み取り装置、またはデータ読み取り装置が接続されるデータ処理装置が、補
正関数を計算する。
４．データ読み取り装置が、皮膚および外部温度センサーの値から体の中心の温度を外挿
して推定するのに用いられるデータ自動記録装置に校正関数のパラメータを送信する。
【０１２９】
　校正係数は、データ自動記録装置に蓄積される（校正の計算が読み取り装置／データ処
理装置で行われるならば、おそらくは、データ読み取り装置から送信された後）。データ
自動記録装置シェル、および／または、パッチ／バンドの、熱特性もしくはその熱特性を
表わす派生的な数字が、測定されたデータを処理するのに用いられるデータ自動記録装置
またはデータ読み取り装置／処理装置に蓄積される。熱特性は、校正処理中に測定される
か、データ自動記録装置シェルおよび／またはパッチ／バンドが既知の特性を有する材料
を用いているならば、利用が可能である。これらの特性を知ることで、例えば、データ処
理装置が、体の中心の温度を外挿して推定するのに用いることができる、データ自動記録
装置およびその封入物を横切る論理上の温度勾配を、計算することができるようになる。
【０１３０】
　その他のセンサーの型については、関連する物理特性が代わりに蓄積される。例えば、
データ自動記録装置が組み込まれる封入物の音または光送信特性が蓄積される。前述の校
正原理は、他の型のセンサーによる他の物理パラメータの校正測定値に等しく適用される
。
【０１３１】
　皮膚温度センサーおよび周囲温度センサー（またはデータ自動記録装置自体の外部にあ
る２つの温度センサーのための２つのセンサー入力）は、前述のようにパッチまたはバン
ドに組み込まれるが、外部温度センサーの上に開口または伝熱率を高める領域が加えられ
ていて、その温度センサーを外部環境に熱的により良く結合している。
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【０１３２】
　局部熱容量および伝熱性のような異なる温度パラメータを備える位置に配置される３つ
以上の温度センサーを用いることによって、さらなる改良が行われる。例えば、装置の体
側に１つのセンサーがあって、体への熱抵抗が低く、装置の外側に１つのセンサーがあっ
て、外部環境への熱抵抗が低く、かつ装置の中央に１つのセンサーがあって、いずれかの
点への熱抵抗が比較的高くかつ局部熱量が比較的高いならば、適切な校正機構を用いて体
の中心の温度をより正確に推定することができる。校正機構はプリセットでき、または経
験的なもしくは適応性のあるアルゴリズムに基づくものとすることができる。
【０１３３】
　前述のデータ自動記録装置の構成は、人間または動物の皮膚の温度／体温を測定するよ
うに設計されるデータ自動記録装置に限定されるものではなく、植物相、動物相、機械、
岩等いかなる体の温度または他の物理パラメータを測定するのにも広く適用できる。
【０１３４】
　女性の排卵時期を判定するシステムのためのデータ自動記録装置において、データ自動
記録装置からの温度データが、女性の活動状態を指示するデータと組み合わされるのが有
利である。（この明細書において用いられる語「女性（female）」は、動物の雌性（雌）
および人間の女性の双方を意味する。）とりわけ、外部に着用するデータ自動記録パッチ
またはバンドでは（それはまた埋め込まれたデータ自動記録装置での問題でもあるが）、
温度データを女性ユーザーの活動と関連させることができなければ、「基礎体温」の低下
を指示する体温の低下を特定するのは困難である。
【０１３５】
　ユーザーが起きていて動き回っているときは、データ自動記録装置の周りで皮膚を覆う
空気流が皮膚の温度を下げ得る。反対に、ユーザーが寝ているとき（体の中心および皮膚
の温度が安定するので、温度測定値を得るにはしばしばこれが最適の時間であるが）は、
データ自動記録装置は十分に断熱される傾向にあって、皮膚はより暖かい温度である。そ
してユーザーが運動しているか熱があるときは皮膚および体の中心の温度が双方とも上昇
し得る。安静時にユーザーの体温を測定するのが最も好ましいが、これは、基礎体温が変
化することに関係しない温度状況の変化による誤った測定値を避けるのに役立つからであ
る。
【０１３６】
　データ自動記録装置またはその他の所で動きを測定し、データ処理装置で、このデータ
を、測定した温度データと関係させてユーザーの基礎体温をより良く測定するのが有益で
ある。例えば、運動の度合いが３０分を超えて低くあり続ける間に測定される最低の温度
から基礎体温が測定される。動きデータは、例えば、データ自動記録装置に加速度計を備
えることによって、データ自動記録装置自体で捉えることができる。この場合、加速／振
動データを記録するか、当業界で周知の重力の知識を用いてデータ自動記録装置の「傾き
」を測定することができる。ユーザーが動くと傾きが変化し、そうして動きが推定できる
。あるいは、データ処理装置に結合される動き検出ビデオカメラ、（ユーザーが動いてい
る／運動しているときを間接的に指示する）脈拍センサーおよびベッド上での動き（例え
ばユーザーが寝返る）を検出するベッド／マットレス中のセンサーなどの、動きを検出す
る他の手段を用いることもできる。
【０１３７】
　好ましくは、ユーザーの動きは、データ自動記録装置自体で測定される。動く度合が高
い期間は、データ自動記録装置をいかなる温度データも記録しないように設定することが
できる。したがって、動きデータ自体もデータ自動記録装置で記録する必要はなく、それ
は、いつ測定し温度を記録すべきか、またいつそうすべきでないかを判断するのに用いる
。これによって、データ自動記録装置のメモリーを効率的に用いることができる。
【０１３８】
　あるいは、動きと温度の双方ともデータ自動記録装置で記録して、それに続いて、デー
タ処理装置が、これらのデータを組み合わせて、温度データのどの部分がユーザーの真の
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体の中心の温度に密接に関係していそうであり、データのどの部分が信頼できなさそうで
あるかを判定する。データ処理装置でこれを行うことによって、より洗練されたアプロー
チを取ることができる。例えば、より複雑なアルゴリズムを適用して、良質の温度測定値
が得られていそうである、動きの度合が低い期間が比較的長く続いた時を判定するのに、
（ユーザーが睡眠中に寝返るといったような）動きの短い期間を見過ごすことが可能とな
る。動きの度合が低い期間が比較的長く続く間に得られたこれらの温度測定値は、好まし
くは基礎体温（またはそれに幾分類似するもの）を測定するのに用いられ、残りのデータ
は捨てられる。
【０１３９】
　データ自動記録装置からの温度データがユーザーについての（データ自動記録装置また
は外部測定値からの）動き情報と組み合わされてデータ処理装置で処理される好ましい方
法がここに記述される。
１．少なくとも所定の長さの期間（例えば３０分）、ユーザーの動きの度合が低い期間を
識別する。
２．動きの度合が低い期間に時間的に対応する温度測定値を識別する。
３．これらの測定値の平均を計算して安静時の平均体温を得る。
【０１４０】
　好ましくは、続けざまにデータがあって、ユーザーの日常の基礎体温を推定できる日中
（または夜）のデータについてこの処理を行う。温度データは、ある時間（例えば、午後
１１時から午前６時までの間）に取られた温度データのみを処理することによって、ユー
ザーが寝ているか安静時にあるときに得られたこれらの測定値に限定してもよい。あるい
は、ユーザーは、単純に寝ている時に（パッチ、アームバンドなどのような）データ自動
記録装置を着用することもできる。
【０１４１】
　ユーザーが寝ている間に取られる温度データから、基礎体温を推定して、信頼できる値
を得られることが見出された。しかしながら、ユーザーは、短時間しか寝ることができな
いときがあったり、一部の睡眠時間のために温度データの質が低くなったりすることもあ
る。これらの場合、ユーザーが寝ている間にゆっくりと低下する体温を外挿して、ユーザ
ーが十分長時間寝ることができたとする（または十分質の良い体温データがあったとする
）ときに到達していたであろう、最低の体温を推定することによって、ユーザーの基礎体
温を推定することが可能である。この最低体温は、体温‐時間曲線の傾きから周知の技法
を用いて推定でき、例えば曲線の傾きの変化率を用いて、いつ体温が最低になるのかを予
想できる。不完全な体温データを、以前の睡眠時に取られた体温－時間曲線と比較するこ
とによってより良く推定でき、例えば、ユーザーの体温が最低値に到達するのに概してど
れだけかかるのかを知ることで、所定の最初の体温および体温‐時間曲線の傾きについて
、いつそのように値が最低となるのかを予想できる。
【０１４２】
　本発明によるデータ自動記録装置には、任意の数の入力がされ、その各々が（温度セン
サー、加速度計のような）いかなる種類のセンサーからの入力であってもよいということ
が前述から明らかである。データ読み取り装置でポーリングして、データ自動記録装置は
、センサーのデータを一組以上送信する。データ自動記録装置は、多数の方法のうちのい
ずれかで読み取り装置にデータを送信し、その方法には、読み取り装置が要求するこれら
のデータの組のみを送信すること、所定の順番でデータの組を送信することおよび、得ら
れた順に（または反対の順に）測定値を送信することが含まれている。
【０１４３】
　データ自動記録装置は、プログラム可能なデータ記録間隔を有していて、それは、パッ
チが最初に患者に適用されるときに（例えば、データ読み取り装置からデータ自動記録装
置への命令によって）設定されてもよい。そしてデータ自動記録装置は、止まるように指
示されるまで（または電池が切れるまで）、特定の間隔でデータを記録する。いくつかの
実施形態においては、データ自動記録装置は、各測定値とともにタイムスタンプを蓄積す
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【０１４４】
　女性の排卵時期を判定するシステムで用いられるデータ自動記録装置との関係で、上に
記述されたデータ自動記録装置の全ての実施形態は、アプリケーションやセンサーの型が
任意の数であるデータ自動記録装置に広く適用可能である。
【０１４５】
　データ自動記録装置に蓄積される温度データは、それを付着して時間が経った体の熱履
歴を表す。女性（人間または動物）の排卵時期を判定するもののように、アプリケーショ
ンによっては、一日を通してあらゆる時点での体温を測定することが必要なわけではない
。この場合、データ自動記録装置を、上腕の周りに装着されるバンドに組み込むのがユー
ザーにとって便利であるが、それは、シャワーを浴びたりスポーツをしたりするために、
取り外される。これらの場合、いくつか例を挙げると、データ自動記録装置は、（例えば
）温度が（センサーがもはや皮膚と接触していないので）あるレベルより下がったり、デ
ータ自動記録装置／アームバンドのボタンを押したり、データ読み取り装置からの命令を
受けたりすると、記録するのを止めることができる。
【０１４６】
　医療アプリケーションにおいては、患者の体温の、完全なかつ途切れない測定値を得る
ことが重要であり、（可能ならば使い捨ての）パッチ構成が有用である。多数の病状、例
えばある種の感染、低体温症または発熱を診察するのに、（温度の正確さおよび測定の頻
度の双方において）分解度の高い温度データが用いられる。患者が着用するデータ自動記
録装置に蓄積される完全な体温履歴にアクセスできることで、医者がより迅速に正確な診
断を下すのに役立つ。
【０１４７】
　このように、出願人は、ここに記述される個々の構成要件を分離して、およびそのよう
な構成要件を２つ以上組み合わせて開示しており、そのような構成要件や組み合わせを、
当業者の通常の知識に照らせば、本明細書の全体に基づいて実施することができるように
しているが、そのような構成要件や構成要件の組み合わせによって、ここに開示される問
題が解決されるかどうかとの関わりはなく、また特許請求の範囲を制限するものでもない
。出願人は、本発明の構成が、そのような個々の構成要件または構成要件の組み合わせか
らなることを示すものである。先の記述に照らして、当業者であれば、発明の範囲内で種
々の変更を行えることが明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】データ自動記録装置の概略図である。
【図２】受動データ送信の原理を例示する回路である。
【図３】本発明の実施形態による、データ自動記録装置と、データ読み取り装置とデータ
処理装置の間の関係を例示する。
【図４】粘着パッチに組み込まれるデータ自動記録装置を描写する。
【図５】データ自動記録装置と使い捨ての粘着パッチを描写する。
【図６Ａ】本発明の実施形態による試作のデータ自動記録装置によって推定されるＢＢＴ
のプロットを示す。
【図６Ｂ】ブラウン（Braun, 会社名）・サーモスキャン（ThermoScan, 商品名）で６：
３０ａｍに測定された２つの体温の平均のプロットを示す。
【図７】本発明の実施形態による試作のデータ自動記録装置の回路図である。



(24) JP 5256191 B2 2013.8.7

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(25) JP 5256191 B2 2013.8.7

【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７】



(26) JP 5256191 B2 2013.8.7

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０１Ｄ   9/00    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ａ６１Ｂ  10/00    ３０５Ｂ          　　　　　

(72)発明者  ハッシャー・シェイムス
            イギリス国，ケンブリッジ　シービー１　２イーダブリュー，モルティマー　ロード，ヒューズ　
            ホール

    審査官  宮川　哲伸

(56)参考文献  特開２００４－１６３３９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１６４４０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５３１５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５３１５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５３１５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５３１６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５３０１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５０７８５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１４４１３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２７００５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２８０７６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　１０／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　５／１１　　　　
              Ｇ０１Ｄ　　　９／００　　　　
              Ｇ０１Ｋ　　　１／０２　　　　
              Ｇ０１Ｋ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

